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附

則

１

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
以
下
「
新
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
号
様

式
、
第
二
号
の
四
様
式
、
第
二
号
の
五
様
式
、
第
二
号
の
六
様
式
、
第
二
号
の
七
様
式
、
第
七
号
様
式
及
び
第
七
号
の
四
様

式
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
項
、
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
は
、
有
価
証
券

届
出
書
（
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
届
出
書
の
う
ち
法
第
五
条

第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
す

べ
き
最
近
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
最
近
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
が
同
日
前
に
終

了
す
る
事
業
年
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
開
示
府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

か
ら

ま
で
の
規
定
（
新
開
示
府
令
第
二
号
の
四
様
式
（
新
開
示
府
令
第
二

(30)

(32)

号
の
七
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
か
ら
第
二
号
の
六
様
式
ま
で
及
び
第
七
号

様
式
（
新
開
示
府
令
第
七
号
の
四
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
こ
れ
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ら
の
規
定
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
号
の
五
様
式
記
載
上
の
注
意

の
規
定
は

(37)

、
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
最
近
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
が
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
最
近
事
業
年

度
の
財
務
諸
表
が
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
最
近
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

新
開
示
府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ｃ
、

ａ
⒝
及
び
ｄ
⒜
ⅱ
の
規
定
（
新
開
示
府
令
第
二
号
の
四
様
式
（
新
開

(54)

(56)

示
府
令
第
二
号
の
七
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
か
ら
第
二
号
の
六
様
式
ま
で

及
び
第
七
号
様
式
（
新
開
示
府
令
第
七
号
の
四
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ
き

最
近
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
が
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
最
近
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
が
平
成
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三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
最
近
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
が
平
成
三
十
一
年
三
月

三
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
別
表
上
欄
に
掲
げ

る
第
二
号
様
式
の
規
定
（
新
開
示
府
令
第
二
号
の
四
様
式
、
第
二
号
の
六
様
式
及
び
第
七
号
様
式
（
新
開
示
府
令
第
七
号
の

四
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
号
の
五
様
式
の
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

新
開
示
府
令
第
三
号
様
式
、
第
三
号
の
二
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規

定
の
う
ち
次
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
規
定
を
除
く
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し

、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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７

新
開
示
府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

か
ら

ま
で
の
規
定
（
新
開
示
府
令
第
三
号
様
式
（
新
開
示
府
令
第
四
号
様

(30)

(32)

式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
号
の
二
様
式
、
第
七
号
様
式
（
新
開
示
府
令

第
九
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
八
号
様
式
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規

定
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
の
五
様
式
記
載
上
の
注
意

及
び

の
規
定
（

(37)

(39)

新
開
示
府
令
第
三
号
の
二
様
式
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了

す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

新
開
示
府
令
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意

ｃ
、

ａ
⒝
及
び
ｄ
⒜
ⅱ
の
規
定
（
新
開
示
府
令
第
三
号
様
式
（
新
開
示
府

(54)

(56)

令
第
四
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
号
の
二
様
式
、
第
七
号
様
式
（

新
開
示
府
令
第
九
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
八
号
様
式
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終

了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
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す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
開
示
府
令
第
三
号
様
式
、
第
三
号
の
二
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第

九
号
様
式
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
有
価
証
券
報
告
書
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十

日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
で
あ
る
と
き
は
、
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
号
様
式
の
規
定

（
新
開
示
府
令
第
三
号
様
式
（
新
開
示
府
令
第
四
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
七
号
様
式
（
新
開
示
府
令
第
九
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第

八
号
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
の
五
様
式
の
規
定
（
新
開
示
府

令
第
三
号
の
二
様
式
に
お
い
て
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
開
示
府
令
第
四
号
の
三
様
式
（
次
項
に
規
定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
九
号
の
三
様
式
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一

10
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
四
半
期
報
告
書
（
法
第
二
十
四
条
の
四
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
四
半
期
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
四
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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新
開
示
府
令
第
四
号
の
三
様
式
記
載
上
の
注
意
⑺
及
び
⑻
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

11
年
度
に
係
る
四
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
四
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
四
半
期
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
開
示
府
令
第
五
号
様
式
（
次
項
に
規
定
す
る
規
定
を
除
く
。
）
、
第
五
号
の
二
様
式
及
び
第
十
号
様
式
の
規
定
は
、
平

12
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
半
期
報
告
書
（
法
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
半
期
報
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

新
開
示
府
令
第
五
号
様
式
記
載
上
の
注
意
⑽
及
び
⑾
の
規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

13
に
係
る
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
開
示
府
令
第
五
号
の
四
様
式
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
親
会
社

14



-
7
-

等 状 況 報 告 書 （ 法 第 二 十 四 条 の 七 第 一 項 （ 法 第 二 十 七 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 親 会

社 等 状 況 報 告 書 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 終 了 す る 事 業 年 度 に 係 る

親 会 社 等 状 況 報 告 書 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 別 表 ）

第 二 号 様 式 記 載 上 の 記載すること

。

この場合において記載すること

。

注 意 ｄ ⒡ ⅰ ､ 非監査業務に基づく報酬を記載

(
5
6
)

したときは
、
当該非監査業務の内

容を記載すること

。

第 二 号 様 式 記 載 上 の 最近２連結会計年度において
、
提ⅰにより記載する報酬の内容のほ

注 意 ｄ ⒡ ⅱ 出会社及び提出会社の連結子会社か
、
提出会社の監査報酬等の内容

(
5
6
)

がそれぞれ監査公認会計士等と同として重要な報酬の内容（例えば

一のネットワク（共通の名称を､ 提出会社の連結子会社の財務書ー

用いるなどして２以上の国におい類について監査証明業務に相当す



-
8
-

てその業務を行う公認会計士又はると認められる業務を行う者（監

監査法人及び外国監査事務所等（ 査公認会計士等と同一のネットワ

外国の法令に準拠し
、
外国においク（共通の名称を用いるなどしー

て
、
他人の求めに応じ報酬を得てて２以上の国においてその業務を

､ 財務書類の監査又は証明をする行う公認会計士又は監査法人及び

ことを業とする者をいう

。

）を含外国監査事務所等（外国の法令に

めて構成される組織をいう
。

）に準拠し
、
外国において

、
他人の求

属する者に対して支払った、
又はめに応じ報酬を得て

、
財務書類の

支払うべき報酬について
、
監査証監査又は証明をすることを業とす

明業務に基づく報酬と非監査業務る者をいう

。

）によって構成され

に基づく報酬に区分して記載するる組織をいう

。

）に属する者に限

こと（ただし、
ⅰにより記載するる

。

）に対して、
当該連結子会社

報酬の内容及び連結会社の監査報及び提出会社がそれぞれ支払った



-
9
-

酬等の内容として重要性の乏しい､ 又は支払うべき報酬の内容）に

報酬の内容を除く

。

）

。

この場合ついて具体的に
、
かつ
、
分かりや

において
、
非監査業務に基づく報すく記載すること

。

酬を記載したときは
、
当該非監査

業務の内容を記載すること

。

第 二 号 様 式 記 載 上 の ⅰ及びⅱにより記載する報酬の内最近２連結会計年度において
、
非

注 意 ｄ ⒡ ⅲ 容のほか
、
最近２連結会計年度に監査業務に基づく報酬（提出会社(

5
6
)

おいて
、
連結会社の監査証明業務が監査公認会計士等に対して支払

に基づく報酬として重要な報酬がった、
又は支払うべきものに限る

ある場合には
、
その内容について

。

）があるときは、
当該非監査業

､ 具体的に
、
かつ
、
分かりやすく務の内容を記載すること

。

記載すること

。

第 二 号 の 五 様 式 記 載 記載すること

。

この場合において記載すること

。



-
1
0
-

上 の 注 意 ｂ ⒜ ､ 非監査業務に基づく報酬がある

(
3
4
)

ときは
、
当該非監査業務の内容を

記載すること

。

第 二 号 の 五 様 式 記 載 最近２事業年度において
、
提出会⒜により記載する報酬の内容のほ

上 の 注 意 ｂ ⒝ 社が監査公認会計士等と同一のネか
、
提出会社の監査報酬等の内容

(
3
4
)

ットワク（共通の名称を用いるとして重要な報酬の内容（例えばー

などして２以上の国においてその､ 提出会社の連結子会社が監査公

業務を行う公認会計士又は監査法認会計士等に対して支払った、
又

人及び外国監査事務所等（外国のは支払うべき報酬）について具体

法令に準拠し
、
外国において

、
他的に

、
かつ
、
分かりやすく記載す

人の求めに応じ報酬を得て
、
財務ること

。

書類の監査又は証明をすることを

業とする者をいう

。

）を含めて構



-
1
1
-

成される組織をいう

。

）に属する

者に対して支払った、
又は支払う

べき報酬のうち
、
提出会社の監査

報酬等の内容として重要な報酬に

ついて
、
監査証明業務に基づく報

酬と非監査業務に基づく報酬に区

分して記載すること（ただし、
⒜

により記載する報酬の内容を除く

。

）

。

この場合において
、
非監査

業務に基づく報酬があるときは
、

当該非監査業務の内容を記載する

こと

。

第 二 号 の 五 様 式 記 載 ⒜及び⒝により記載する報酬の内最近２事業年度において
、
非監査



-
1
2
-

上 の 注 意 ｂ ⒞ 容のほか
、
最近２事業年度におい業務に基づく報酬（提出会社が監(

3
4
)

て
、
提出会社の監査証明業務に基査公認会計士等に対して支払った

づく報酬として重要な報酬の内容､ 又は支払うべきものに限る

。

）

について
、
具体的に

、
かつ
、
分かがあるときは

、
当該非監査業務の

りやすく記載すること

。

内容を記載すること

。


